
統合報告書 2023

https://www.miuraz.co.jp





























































7

911568

10

3 1 2 4

59 60



いった基本的な構図を意識しながら取締役会を運営してい

くことが大事ではないかと思います。

将来の企業価値がどうなるかを考えた場合、株価も

ひとつの要素ではありますが、最も大切なのは、株主やス

テークホルダーに何が提供できるかということだと思いま

す。ですから、いくら業績が好調でも、価値観も変わりますし、

現状に満足して立ち止まっていたら、「これからはどうするの

か？」と問われ、評価されないと思います。

　その点、ミウラは「今の業績は好調ではあるものの、決して

安穏としてはいけない」というスタンス、心構えを本当に強く

感じます。これがとても大事です。環境変化も織り込み、毎

年中期経営計画をローリング検討されていますが、その施

策等の状況について取締役会でも効率良くレビューできれ

ばと感じています。8月と12月の2回、執行役員から中期経

営計画について、私たち社外取締役も確認する会議の場が

ありますが、その内容を聞くと、もっとうまくPDCAを回せる

ように思えるのです。これは、私がこれまでビジネスの現場

で経験してきた内容に基づいて感じていることです。既存事

業成長の施策、新たな事業化に向けた種まきは、既存の事

業・経営と関連が深い領域でうまくできていると感じていま

す。それらの施策の進捗を取締役会で、より具体的に議論を

行い、PDCAをスムーズに回して、新たな価値を手にできる

と考えています。

安藤さんのご指摘を踏まえて申し上げたいのです

が、特に将来の方向性や中長期の成長戦略については、経

営に責任を持つ人たちがより明確な形で共有することが大

事であり、そのためにも前広に取締役会の議論に供しても

らったほうが良いのではないかということですね。これまで

のミウラのマネジメントのやり方について、もっと効率的で実

効的なやり方ができないか、これまでの成功にこだわらず、

柔軟に変えていくことも必要ではないかと思います。

3年後、5年後、10年後の方向性、会社をどう良くし

たいのか、という想いは皆さんお持ちなので、それら施策を

具体的に落とし込んだ中期経営計画を取締役会でしっかり

議論しようということです。

これまでの取り組みの延長にこれまでのような成功

があるとは限らず、ましてや今、地球温暖化を契機にエネル

議長の采配によるところが大きいと思いますが、取締

役会での議論はとても良い雰囲気で、自由に発言ができてい

ると思います。発言は社外取締役のほうが多いかなと思い

ますが、安藤さんはどのように感じておられますか。

私も同意見です。取締役会の議長は、非執行の取

締役会長や社外取締役のほうが透明性は高まるという意

見があるなか、ミウラは社長の宮内さんが議長を務めてい

ますが、ガバナンスの意識は高いと感じています。その表れ

の1つが、積極的に社外取締役の意見を聞こうとする姿勢

です。宮内さんは、客観的な意見を聞こうというスタンスで

取締役会を運営されているので、社外取締役が意見を言い

やすい雰囲気があり、考えをストレートに発言できていると

思います。

内容も、執行側の考えや現場の実態を踏まえて、密

度の高い議論ができていますね。リスクマネジメントやコン

プライアンスも、具体的な案件に即して地に足の着いた議論

ができていると思います。その点はとても優れたところでは

ないでしょうか。

実態を踏まえた議論ができている背景には、執行側

で行う月2回の経営会議に、社外取締役もオブザーバーとし

て参加できることもあるかと思います。経営会議への参加に

よって状況が理解できていることは、大きな要因になってい

ますよね。

　ただ、取締役会資料の内容がわかりづらいと感じることが

あります。欲を言えば、もう少しまとめていただくなど、改善

の余地があるのではないでしょうか。

資料に関しては、配付資料も事前説明も工夫の余地

はあると思いますが、そのための手間がどの程度かかるのか

どうかですね。いずれにせよ、経営会議にオブザーバー参加

させてもらっていますから、実質的には補われていると思い

ます。

　経営会議では社外取締役も発言が許されているのです

が、経営会議本来の議論に水を差すことのないように慎重

であるべきかと考えています。他社でもオブザーバー参加の

例はありますが、そこは、社外取締役が参加する意義を活か

しながら､かつ､会議本来の趣旨に照らして、うまくハンドリン

グされているように思います。

社外取締役が経営会議にオブザーバー参加できる

のは、経営会議で執行役の議論をより活性化したい、ボトム

アップしたいという意図があるなか、その一助になればと感

じています。樋口さんがおっしゃったように、経営会議と取

締役会の位置づけは異なりますから、オブザーバーの社外

取締役が積極的に発言する場ではないとは思います。ただ、

必要であれば発言もしますし新たな気づきもあると思いま

す。議案について、その背景や目的、どういったことを考え、

どのような現状か、業務プロセス等についても、執行役が積

極的に議論してボトムアップしていくのはとても良いことだと

感じています。

昨今、働き方が多様化するなかで、多くの企業が、働

き手から選ばれる企業であるために、ウェルビーイング経営

に注力しています。従業員が心身ともに健康でいられて社会

的にも満足できる職場環境や制度づくりですね。これは、

コーポレート・ガバナンスを支える基盤でもあると思います

が、そういった問題意識で現状を見ますと、モットーとして

「わが社を最も働きがいのある、最も働きやすい職場にしよ

う」を掲げて取り組んできた実績がありますから、これを土

台に、従業員満足度に焦点を絞った施策に取り組んでいけ

ば良いと思います。ウェルビーイングが上がれば、自然とミ

スや事故は少なくなりますし、生産性も向上します。創造力

も刺激されて、イノベーションにも繋がります。従業員の幸

福の上に会社の発展があるという考え方は、ミウラに根づい

た伝統でもあるように思います。

高収益でも、コーポレート・ガバナンスの弱い企業は

ありますよね。ガバナンスへの取り組みは、トップの考え方一

つです。その点、ミウラはトップがしっかりとガバナンスの重

要性を意識し、必要な環境と基盤整備を念頭に経営を進め

ています。例えば、今回の新基幹システムの導入も、従業員

の業務を楽にして進めやすく、効率化を図ることを目的に

行っています。導入当初は混乱もしますし、経験を優先する

こともあると思いますが、新しいシステムに慣れてリテラシー

が上がっていくと、目的どおりの成果が上がってきます。

　ウェルビーイングは、このようにしっかりとした土台の上で

成り立つものだと、私は思います。事業を根幹に据えたうえ

で、従業員のコミュニケーション向上を図る取り組みと、業

務を効率化するための投資を、両輪で回していくものだと感

じています。

そのとおりですね。そういった環境や制度を整えた

うえで、サステナブルな成長のために最も重要な課題は、女

性幹部の登用や女性従業員に対するキャリア育成の環境整

備を含めた“多様な人財の確保と育成”ですね。

ミウラの経営の良い点は、業績が好調であっても「こ

れでよし」と、現状に満足して立ち止まるのではなく、さらに

良くしていこうと考えて、グローバル展開の強化や基幹事業

のボイラに関連した周辺事業を開拓するなど、新しいことに

挑戦しようとしていることです。その1つがランドリー事業で、

すでに200億円規模の事業に成長しました。このように

200億円規模の新しい事業が5つできたら、1,000億円に

なりますよね。食品やメディカル分野などにも事業領域を広

げていますから、これからどのように成長していくか、どこま

で大きくなっているのか、私はとても楽しみにしています。

　そして、この楽しみに応える活躍をしてくれるのは、まさに

「人財」であることから、樋口さんがおっしゃった人財の確保

と育成の重要性には100％賛成です。また、ミウラは「熱ソ

ムリエ」というキャッチフレーズのもと、基幹事業のボイラと

深い関わりのあるCO2削減への取り組みをアピールしてい

ます。こうした施策が社内的にも社外的にも大切で、これが

従業員のモチベーションを高め、新たな人財確保にも繋が

るのではないでしょうか。

安藤さんの指摘されたグローバル展開の強化は今

後、非常に重要になりますね。グローバル戦略については、

取締役会の場でも、しっかりとした議論が必要だと思いま

す。グローバル人財の確保が重要で、外国人財の活用も避

けて通ることのできない取り組み課題だと思います。実は私

は現在、政府の外国人財活用のあり方を検討する有識者会
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議のメンバーを務めています。これから日本は毎年労働人口

が70万人減少していくとされていますから、外国の有為な人

財の活用が不可欠です。こうした状況のもとで今年、ミウラ

のボイラのメンテナンス業務が技能実習制度の新たな職種と

して認定されました。企業単独型の技能実習の職種認定は、

ミウラが3社目になります。多くの優秀な外国人財がミウラ

でボイラのメンテナンスの知識と技術を習得できることに

なったわけですが、近い将来、この制度でスキルアップした外

国人財が、母国のミウラのグループ企業でも大いに活躍する

ことを期待しています。グローバルに関しては､ぜひ､地球儀

を俯瞰するような視点で取り組んでいただきたいですね。

もう1つ重要なテーマになるのが、環境対応ではな

いでしょうか。ミウラは、TCFD提言に基づく情報開示への

取り組みを昨年より開始したところです。事業への影響も大

きいので、具体的な進め方を事業部門に落として、詳細な対

応について検討を進めています。開示に向けての対応は大

変だと思いますが、環境対応はとても重要な取り組みですの

で、確実に進めてほしいと思います。

サステナビリティ推進会議等も設置し､所要の組織･

体制の整備はできていると思います。取締役会でも、重要事

項としてフォローしていきたいと思います。

宮内さんがよく言われるのは、「当初のビジネスモデ

ルが、すごく良かった」ということです。その結果、利益が出

ているし、成長もしている。実際、無借金経営でROEは

10%が達成でき、PBRも2倍以上です。しかしながら、決し

てそこに安住してはいけない。「危機感を持って事業に当た

ろうよ」という想いが宮内さんの心の中にあるわけです。

　そこで取締役会では、宮内さんの根っこにある「今のモデ

ルはいいけれども、立ち止まっちゃいけないぞ！」という想い

に基づいて、今後の事業展開についてさまざまな議論を進め

ていくべきだと感じています。例えば、M&Aをどうするか。

海外展開はどうか。あるいは、足元の事業はどういった考え

で拡大させるか。新規事業はどのようにして成長させればい

いのか。私たち社外取締役は、事業の詳細なところまではわ

かりませんが、株主目線からの本質的な監督はできます。こ

れにより、リスクヘッジはできると考えています。基本は事業

をどうするかという面と、それにともなうガバナンスの面。こ

の両面は今、ミウラはうまく走っていると感じています。

経営トップの考え方や方針を共有するという意味で

も、取締役会で何を議論するのかは重要ですね。社会の変

革期でもありますから、その方向性に合っているかの点検も

取締役会の役割のように思います。いずれにしましても、ミ

ウラは創業以来、未曽有のコロナ禍のもとでも堅実に事業を

運営し、成長を遂げていますから、長年にわたり優れた経営

が行われてきたことは間違いありません。しかし、宮内さん

が言われるように、これからもうまくいくとは限らないという

ことですね。持続的に成長していくために、取締役会の役割

に改善の余地があるとすれば、執行を何に照らして評価し、

何をよすがに監督するのか、その根幹のところを明確にする

ことではないかと思います。まずは、企業理念や中長期のビ

ジョン・経営計画が時代環境を踏まえ、社会の要請や株主

の期待に適合しているか、取締役会でしっかりした議論が行

われることが重要であり、取締役会における個別案件の審

議は、こういった経営の基本的な方向性に照らして行われる

べきものと思います。現状に問題はありませんが、常にそう

ギーの転換をともなう大きな変革期にあることは、すべての

経営陣が強く感じていることだと思います。そこで、取締役

会ができることは何かということですが、繰り返しになります

が、執行の責任を担う人たちの考え方がミウラを取り巻く社

会情勢とズレていないことを確認すること、そして、企業理念

が従業員に浸透し、経営戦略を効率的に遂行できる態勢が

整っているか、ガバナンスが効いているかを点検することだ

と思います。

　創業以来ミウラを根幹で支えてきたのは、常にお客様を第

一に考え最高の技術とサービスを提供する「テクノサービ

ス」に込められた“信念”であり、組織の隅々にまで根づいてい

るように思います。これからも信念を胸に抱きながら、大き

な社会の変化に事業を適合させ、持続的な成長を実現でき

るように、私たち社外取締役も貢献していきたいと思います。

私も想いは同じです。ミウラの発展に向け、これまで

の経験を存分に活かして、社外取締役としての役割を果たし

ていきたいと思います。
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持続的な成長に貢献するため
不断の見直しを提起し、議論を活性化
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させてもらっていますから、実質的には補われていると思い

ます。

　経営会議では社外取締役も発言が許されているのです

が、経営会議本来の議論に水を差すことのないように慎重

であるべきかと考えています。他社でもオブザーバー参加の

例はありますが、そこは、社外取締役が参加する意義を活か

しながら､かつ､会議本来の趣旨に照らして、うまくハンドリン

グされているように思います。

社外取締役が経営会議にオブザーバー参加できる

のは、経営会議で執行役の議論をより活性化したい、ボトム

アップしたいという意図があるなか、その一助になればと感

じています。樋口さんがおっしゃったように、経営会議と取

締役会の位置づけは異なりますから、オブザーバーの社外

取締役が積極的に発言する場ではないとは思います。ただ、

必要であれば発言もしますし新たな気づきもあると思いま

す。議案について、その背景や目的、どういったことを考え、

どのような現状か、業務プロセス等についても、執行役が積

極的に議論してボトムアップしていくのはとても良いことだと

感じています。

昨今、働き方が多様化するなかで、多くの企業が、働

き手から選ばれる企業であるために、ウェルビーイング経営

に注力しています。従業員が心身ともに健康でいられて社会

的にも満足できる職場環境や制度づくりですね。これは、

コーポレート・ガバナンスを支える基盤でもあると思います

が、そういった問題意識で現状を見ますと、モットーとして

「わが社を最も働きがいのある、最も働きやすい職場にしよ

う」を掲げて取り組んできた実績がありますから、これを土

台に、従業員満足度に焦点を絞った施策に取り組んでいけ

ば良いと思います。ウェルビーイングが上がれば、自然とミ

スや事故は少なくなりますし、生産性も向上します。創造力

も刺激されて、イノベーションにも繋がります。従業員の幸

福の上に会社の発展があるという考え方は、ミウラに根づい

た伝統でもあるように思います。

高収益でも、コーポレート・ガバナンスの弱い企業は

ありますよね。ガバナンスへの取り組みは、トップの考え方一

つです。その点、ミウラはトップがしっかりとガバナンスの重

要性を意識し、必要な環境と基盤整備を念頭に経営を進め

ています。例えば、今回の新基幹システムの導入も、従業員

の業務を楽にして進めやすく、効率化を図ることを目的に

行っています。導入当初は混乱もしますし、経験を優先する

こともあると思いますが、新しいシステムに慣れてリテラシー

が上がっていくと、目的どおりの成果が上がってきます。

　ウェルビーイングは、このようにしっかりとした土台の上で

成り立つものだと、私は思います。事業を根幹に据えたうえ

で、従業員のコミュニケーション向上を図る取り組みと、業

務を効率化するための投資を、両輪で回していくものだと感

じています。

そのとおりですね。そういった環境や制度を整えた

うえで、サステナブルな成長のために最も重要な課題は、女

性幹部の登用や女性従業員に対するキャリア育成の環境整

備を含めた“多様な人財の確保と育成”ですね。

ミウラの経営の良い点は、業績が好調であっても「こ

れでよし」と、現状に満足して立ち止まるのではなく、さらに

良くしていこうと考えて、グローバル展開の強化や基幹事業

のボイラに関連した周辺事業を開拓するなど、新しいことに

挑戦しようとしていることです。その1つがランドリー事業で、

すでに200億円規模の事業に成長しました。このように

200億円規模の新しい事業が5つできたら、1,000億円に

なりますよね。食品やメディカル分野などにも事業領域を広

げていますから、これからどのように成長していくか、どこま

で大きくなっているのか、私はとても楽しみにしています。

　そして、この楽しみに応える活躍をしてくれるのは、まさに

「人財」であることから、樋口さんがおっしゃった人財の確保

と育成の重要性には100％賛成です。また、ミウラは「熱ソ

ムリエ」というキャッチフレーズのもと、基幹事業のボイラと

深い関わりのあるCO2削減への取り組みをアピールしてい

ます。こうした施策が社内的にも社外的にも大切で、これが

従業員のモチベーションを高め、新たな人財確保にも繋が

るのではないでしょうか。

安藤さんの指摘されたグローバル展開の強化は今

後、非常に重要になりますね。グローバル戦略については、

取締役会の場でも、しっかりとした議論が必要だと思いま

す。グローバル人財の確保が重要で、外国人財の活用も避

けて通ることのできない取り組み課題だと思います。実は私

は現在、政府の外国人財活用のあり方を検討する有識者会

議のメンバーを務めています。これから日本は毎年労働人口

が70万人減少していくとされていますから、外国の有為な人

財の活用が不可欠です。こうした状況のもとで今年、ミウラ

のボイラのメンテナンス業務が技能実習制度の新たな職種と

して認定されました。企業単独型の技能実習の職種認定は、

ミウラが3社目になります。多くの優秀な外国人財がミウラ

でボイラのメンテナンスの知識と技術を習得できることに

なったわけですが、近い将来、この制度でスキルアップした外

国人財が、母国のミウラのグループ企業でも大いに活躍する

ことを期待しています。グローバルに関しては､ぜひ､地球儀

を俯瞰するような視点で取り組んでいただきたいですね。

もう1つ重要なテーマになるのが、環境対応ではな

いでしょうか。ミウラは、TCFD提言に基づく情報開示への

取り組みを昨年より開始したところです。事業への影響も大

きいので、具体的な進め方を事業部門に落として、詳細な対

応について検討を進めています。開示に向けての対応は大

変だと思いますが、環境対応はとても重要な取り組みですの

で、確実に進めてほしいと思います。

サステナビリティ推進会議等も設置し､所要の組織･

体制の整備はできていると思います。取締役会でも、重要事

項としてフォローしていきたいと思います。

宮内さんがよく言われるのは、「当初のビジネスモデ

ルが、すごく良かった」ということです。その結果、利益が出

ているし、成長もしている。実際、無借金経営でROEは

10%が達成でき、PBRも2倍以上です。しかしながら、決し

てそこに安住してはいけない。「危機感を持って事業に当た

ろうよ」という想いが宮内さんの心の中にあるわけです。

　そこで取締役会では、宮内さんの根っこにある「今のモデ

ルはいいけれども、立ち止まっちゃいけないぞ！」という想い

に基づいて、今後の事業展開についてさまざまな議論を進め

ていくべきだと感じています。例えば、M&Aをどうするか。

海外展開はどうか。あるいは、足元の事業はどういった考え

で拡大させるか。新規事業はどのようにして成長させればい

いのか。私たち社外取締役は、事業の詳細なところまではわ

かりませんが、株主目線からの本質的な監督はできます。こ

れにより、リスクヘッジはできると考えています。基本は事業

をどうするかという面と、それにともなうガバナンスの面。こ

の両面は今、ミウラはうまく走っていると感じています。

経営トップの考え方や方針を共有するという意味で

も、取締役会で何を議論するのかは重要ですね。社会の変

革期でもありますから、その方向性に合っているかの点検も

取締役会の役割のように思います。いずれにしましても、ミ

ウラは創業以来、未曽有のコロナ禍のもとでも堅実に事業を

運営し、成長を遂げていますから、長年にわたり優れた経営

が行われてきたことは間違いありません。しかし、宮内さん

が言われるように、これからもうまくいくとは限らないという

ことですね。持続的に成長していくために、取締役会の役割

に改善の余地があるとすれば、執行を何に照らして評価し、

何をよすがに監督するのか、その根幹のところを明確にする

ことではないかと思います。まずは、企業理念や中長期のビ

ジョン・経営計画が時代環境を踏まえ、社会の要請や株主

の期待に適合しているか、取締役会でしっかりした議論が行

われることが重要であり、取締役会における個別案件の審

議は、こういった経営の基本的な方向性に照らして行われる

べきものと思います。現状に問題はありませんが、常にそう

樋口

ギーの転換をともなう大きな変革期にあることは、すべての

経営陣が強く感じていることだと思います。そこで、取締役

会ができることは何かということですが、繰り返しになります

が、執行の責任を担う人たちの考え方がミウラを取り巻く社

会情勢とズレていないことを確認すること、そして、企業理念

が従業員に浸透し、経営戦略を効率的に遂行できる態勢が

整っているか、ガバナンスが効いているかを点検することだ

と思います。

　創業以来ミウラを根幹で支えてきたのは、常にお客様を第

一に考え最高の技術とサービスを提供する「テクノサービ

ス」に込められた“信念”であり、組織の隅々にまで根づいてい

るように思います。これからも信念を胸に抱きながら、大き

な社会の変化に事業を適合させ、持続的な成長を実現でき

るように、私たち社外取締役も貢献していきたいと思います。

私も想いは同じです。ミウラの発展に向け、これまで

の経験を存分に活かして、社外取締役としての役割を果たし

ていきたいと思います。

樋口

安藤

安藤

安藤

安藤

安藤

樋口

樋口

社外取締役 監査等委員　安藤 吉昭
コニカミノルタ株式会社で執行役、取締役常務執行役 CFOの職責のほ
か、監査委員会委員、報酬委員会委員、指名委員会委員を務めてきてお
り、その知見と見識を活かし当社の経営に対する監督ができるものと期
待し、2019年6月から社外取締役監査等委員に就任。

社外取締役　樋口 建史
警察庁入庁以降、行政機関等で要職を歴任し、豊富な経験と高度な専
門知識、海外での知見を有している。経営全般、特に海外での事業拡大
をめざす当社の経営に適切な助言や監督等ができるものと期待し、
2019年6月から当社社外取締役に就任。

三浦工業の今後について
現状に安住せず、次の成長に向けた
新たな道をつくる挑戦が重要

ガバナンスの進化
社外取締役対談
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　当社は、株主をはじめとするステークホルダーと良好な関
係を築き、ともに発展を図ることが重要であると認識してい
ます。このような認識のもと、公正で透明性・効率性の高い
経営をめざして管理体制の充実に努めるとともに、持続的に
企業価値を向上させるための積極的な行動を可能とする、
自律的な体制を整えることが当社のコーポレート・ガバナン
スに関する基本的な考え方であり、重要な経営課題である
と考えています。
　また、実効的なコーポレート・ガバナンスの推進のため、
取締役会の実効性評価を行い、その実効性を確認するとと
もに、課題を認識し改善していくことで、コーポレート・ガバ
ナンスの実質的向上を図っています。

基本的な考え方
　当社は＜創造と挑戦＞＜信頼と対話＞＜公平と公正＞の
三本柱からなる理念「ミウラウェイ」のもとに企業活動を行っ
ており、コーポレート・ガバナンスに関してもこの「ミウラウェ
イ」を念頭に置いて、当社の持続的な企業価値の向上に資す
る仕組みを構築・実施することを基本としています。

　当社は、ガバナンス体制として監査等委員会設置会社を
採用しています。監査等委員である社外取締役が取締役会
における議決権を持つことにより、取締役会の監督機能が強
化され、経営の透明性と機動性の両立が実現できる体制で
あると判断しています。

基本方針

コーポレート・ガバナンス体制

各種会議・委員会の構成

　2023年3月期の主な議案としてはM&A案件、自社株の購入案件や昇給・ベースアップなどの人事案件について決議しました。
取締役会での主な議案（2023年3月期）

コーポレート・ガバナンス体制

コーポレート・ガバナンス

ガバナンスの進化
コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス体制図（2023年6月29日現在）

概要

取締役、
取締役会、
経営会議

当社は、執行役員制度を導入し、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能の分離に努めています。取締役会は、2023年7月現在、
取締役11名で構成され、毎月開催するほか、必要の都度臨時取締役会を開催し、経営方針の決定と重要事項の審議・決議を行うととも
に、代表取締役および業務執行取締役の業務執行の適法性・妥当性について監督を行っています。
業務執行機関として、社長執行役員および統括本部長を兼務する執行役員で構成された経営会議を設置し、事業や経営の重要テーマの
審議・決定を行っています。

監査等委員、
監査等委員会

当社の監査等委員は、2023年7月現在、4名のうち3名が社外取締役となっています。監査等委員会は、原則として取締役会開催にあわ
せて毎月1回開催され、監査方針、監査計画、業務分担を決定するほか、各監査等委員や子会社の監査役、内部監査室から、当社および
国内外子会社の業務や財政状況の監査結果について報告を受け、協議しています。監査等委員の監査活動は、社内の重要な会議に出席
するほか、本社、主要な事業所、子会社の調査などを実施し、代表取締役その他の業務執行者に対する監査・監督を行っています。
また、監査等委員は、会計監査人から監査計画、監査重点項目や監査の実施経過などについて報告を受け、必要に応じて意見交換を行う
とともに、内部監査室から監査計画と監査結果について定期的に報告を受けるなど、連携を密にして効率的な監査を実施するよう努めて
います。

内部監査
内部監査は、監査等委員会直轄の内部監査室（スタッフ7名）を設置し、主要子会社を含めた各部門の資産、会計、業務などの全般に関し
て経営方針、関係法令、社内規程などに準拠して適正に行われているか定期的に内部監査を実施するとともに、必要に応じて改善・提言
などを行っています。監査結果は、定期的に社長執行役員、業務担当取締役および監査等委員会に報告します。

会計監査 当社は、2023年7月現在、会社法および金融商品取引法に基づく会計監査人に「EY新日本有限責任監査法人」を選任しています。なお、
同監査法人および当社監査に従事する業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。

任意の委員会
（指名・報酬）

2023年7月現在、任意の指名委員会・報酬委員会（以下、両委員会という）の両委員会とも社長執行役員 CEOが委員長を務めています。
委員会の構成員は、6名中4名が独立社外取締役であり、独立社外取締役が過半数を占めています。指名委員会は、取締役選任基準、
CEO後継者計画、株主総会に付議する取締役の選解任議案など、報酬委員会は報酬水準、構成割合や個人別の報酬内容などの審議を
行います。2023年3月期は指名委員会を2回、報酬委員会を2回開催しました。

社外取締役の体制（2023年6月29日現在）

活動内容

取締役会だけでなく経営会議等にも出席し、行政機関等での経験に基づく専門知識
と見識から、必要または有益な発言を適宜行っており、加えて、海外での事業展開に
関する各種のプロジェクト会議に出席し、海外経験に基づく豊かな知識と見識を活
かし、有益な助言を行っています。

取締役会だけでなく経営会議等にも出席し、公認会計士・税理士として国内および
海外で培った監査、税務、評価等のコンサルティング経験から、投資案件やM&A案
件等に対し助言を行っています。監査等委員会においては、ディスクロージャーの専
門家としてKAM（監査上の主要な検討事項）に関し会計監査人との意見交換など、
当社の健全性の維持向上に資する発言を行っています。

取締役会だけでなく経営会議等にも出席し、他社での豊富な企業経営経験と高い
見識から、事業全般、投資後の管理の重要性など意思決定の妥当性・適正性を確保
するための助言・提言を行っています。監査等委員会においては、リスク管理など内
部統制システムについての助言など当社の健全性の維持向上に資する発言を行って
います。

氏名

樋口 建史

佐伯 直輝

安藤 吉昭

小池 達子

取締役会出席率

14回／14回
（100%）

14回／14回
（100%）

14回／14回
（100%）

14回／14回
（100%）

監査等委員会
出席率

11回／11回
（100%）

11回／11回
（100%）

11回／11回
（100%）

取締役会だけでなく経営会議等にも出席し、弁護士としての豊かな経験と知識から
意思決定時の法的リスクに関し適法性、健全性に資する発言、ダイバーシティの促
進、特に女性登用の促進に向けた助言を行っています。監査等委員会においては、
法律的見地に立った発言や内部統制システムに関してなど、当社の健全性の維持向
上に資する発言を行っています。

役職

社外取締役

社外取締役
監査等委員

社外取締役
監査等委員

社外取締役
監査等委員

ー

選任・解任選任・解任選任・解任

【業務執行部門】

内部統制(J-SOX)評価

連携

報告

監査諮問
答申

報告

報告

内部監査 会
計
監
査

連携

リスク評価

監督

監督選任・
解職

報告

報告 指揮

指示･監督

業務執行

報告

連携

取締役会

取締役指名委員会
報酬委員会

各事業部門・グループ会社

経営会議
社長執行役員および
統括本部長を兼務する
執行役員で構成

監査等委員会

株 主 総 会

（監査等委員を除く） 会計監査人

リスクマネジメント事務局

J-SOX推進部

コンプライアンス委員会

内部監査室

サステナビリティ推進会議
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　監査等委員である社外取締役の業務遂行に支障が生じる
ことのないよう、内部監査室（スタッフ7名）を監査等委員会
の直轄部署と位置づけ、サポート体制を構築しています。ま
た、2021年3月期より、監査等委員会室を新設し専属の使
用人を配置することで、監査等委員会の職務補助機能を
いっそう強化しています。

社外取締役のサポート 役員トレーニング

（ⅱ）取締役（監査等委員を除く）の個人別の報酬等のうち、
次の事項の決定に関する方針

　監査等委員以外の取締役の報酬は、基本報酬、業績連動
報酬等および中長期インセンティブ（譲渡制限付株式報酬）
により構成されています。報酬総額に対する報酬の種類ごと
の割合は、役位別の取締役人数、単年度の連結経営成績お
よび個人別の評価などにより変動しますが、おおむね固定
報酬65％、業績連動報酬20％、株式報酬15％程度となり
ます。
（a）基本報酬は、役位および職責を勘案して決定し、毎月

均等に支給しています。
（b）業績連動報酬等は、業績の達成率、担当部門の業績

および個人別に設定された定性的な目標に対する評
価を勘案し決定され、毎月均等に支給しています。

（c）株主目線の経営意識を高めることを目的に企業価値
向上のインセンティブとして譲渡制限付株式報酬を職
責に応じて新任時および再任時に付与しています。

　社外取締役および監査等委員の報酬は、基本報酬のみで
構成されています。監査等委員の報酬は、任意の報酬委員
会にて職責および報酬水準を勘案した原案を作成し、その
内容に基づき監査等委員会にて決定しています。

（ⅲ）報酬等の内容の決定方法
　役員報酬に関して透明性および客観性を確保するため、
以下のプロセスにて決定します。また、取締役会は、当事業
年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の
内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定

　当社は、単年度の連結売上収益、連結営業利益および
ROEの達成率、各取締役の担当部門の業績および個人別
に設定された定性的な目標に対する評価を勘案して支給額
を決定しています。業績指標を連結経営成績における売上
収益、営業利益およびROEとして選定した理由は、いずれも
単年度の事業運営の成果を多面的に評価することができ、
かつ取締役の業績向上への貢献意欲を高めることができる
との判断によるものです。2022年度の業績連動報酬の算
定に用いられた2021年度の連結業績予想の業績指標は、
2022年3月期の連結業績予想において売上収益141,500
百万円、営業利益18,400百万円およびROE10％であり、
2022年3月期の実績は売上収益143,543百万円（達成）、
営業利益19,441百万円（達成）およびROE9.4%（未達成）
となりました。

　当社は、2021年2月16日開催の取締役会で、以下の項
目を決議しました。当該取締役会の決議に際しては、あらか
じめ決議する内容について報酬委員会および監査等委員会
の承認を得ています。

（ⅰ）以下の目的のもとに報酬体系およびプロセスを構築
• 会社の業績と連動性があり、かつ透明性・客観性が高い
ものであること
• 中長期の業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を
高めるものであること

　取締役会は、多様なステークホルダーの皆様への貢献意
識、広い視野、豊富な経験、国際性、専門能力を備えた多様
な人財構成とし、高い見識を持つ専門家（弁護士、公認会計
士、学者など）や他社の経営経験者を社外取締役に含めるこ
とで、取締役会全体としての知識、経験、能力のバランスおよ
び多様性を確保することが望ましいと考えています。
　取締役会の規模は、現在の業容を踏まえ、監査等委員以外
の取締役は6～14名、監査等委員である取締役は3～5名の
範囲が適切と考えています。
　なお、2021年6月の取締役選任において、専門性・国際性
の確保とともに、新たに女性社外取締役が加わり、取締役会
の多様性が進展しました。

取締役会の多様性
　当社は、重要取引先をパートナーとして、持続的な事業の発
展と企業価値向上においてさまざまな協力が必要と考えてい
ます。当社は、製品の販売、業務提携、資材品の調達などの経
営戦略における円滑な取引を目的として、限定的に重要取引
先の株式を保有しています。当社と重要取引先との事業上の
関係性等を総合的に判断すると、株式の保有は当社にメリッ
トのある結果をもたらしていると考えられますが、その保有に
ついては、毎年精査を実施し、取締役会で保有の適否を審議
します。精査の項目は以下のとおりです。

政策保有株式

業績連動報酬等に関する事項

役員報酬等の内容の決定に関する方針等

● 当社との取引上の関係性 ● 年間取引額
● 含み損益  ● 配当金
● 資本コスト

　当社は、意思決定および経営の監督を適切に行い、多様性とバランスを考慮し、持続的な企業価値向上を実現するため、豊富
な経験と広い見識、さまざまな分野で高い能力を有する人財を取締役としています。

取締役、監査等委員のスキルマトリックス（2023年6月29日現在）

方針と整合していることや、報酬委員会および監査等委員
会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決
定方針に沿うものであると判断しています。
（a）代表取締役 社長執行役員 CEO、人事担当取締役お
よび社外取締役4名で構成された任意の報酬委員会
にて、代表取締役会により作成された役員報酬の方針、

制度、算定方式、個人別の報酬内容等の原案について、
他社情報や業界水準を踏まえ、取締役の役割や責任
に見合う水準であるかの妥当性の審議を行います。

（b）報酬委員会の同意を得た役員報酬の方針、制度、算
定方式、個人別の報酬内容等を取締役会にて決定し
ます。

ガバナンスの進化
コーポレート・ガバナンス

　社外取締役を含む取締役および将来の取締役候補である
執行役員を対象に、取締役および執行役員に求められる役
割と責務（法的責任を含む）に関する理解を深める目的で、
年1回、外部講師などによる講習、もしくはWebセミナーに
よる学習を実施しています。これに加え、取締役および執行
役員の専門知識の向上などにかかる費用を支援しています。

（注）1. 上記には、2022年6月29日開催の第64回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役（監査等委員を除く）1名に対する当事業年度にかかる報酬額を含んでいます。
2. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。

取締役 独立性
取締役が有する知識・経験・能力

企業経営 機器販売・
メンテナンス

生産・技術・
研究開発

法務・
リスク管理 財務・会計グローバル

指名・報酬
委員会

宮内 大介

廣井 政幸

武知 教之

兒島 好宏

米田 剛

河本 憲一

樋口 建史（社外）

山内 修（常勤監査等委員）

佐伯 直輝
（社外・監査等委員）

安藤 吉昭
（社外・監査等委員）

小池 達子
（社外・監査等委員）

ー

ー

ー

ー

ー

ー

独立社外

ー

独立社外

独立社外

独立社外

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

◎委員長

○

○

○

○

○

○

○

○

上表は、取締役の有するすべての知見や経験を表すものではありません。

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

報酬制度の概要

区分 員数
（名）

報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額
（百万円）

基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役（監査等委員を除く）

監査等委員

合計

（うち社外）

8

4

12

（4）

382

37

419

（31）

243

37

280

（31）

86

ー

86

（ー）

52

ー

52

（ー）

　当事業年度における当社の取締役および監査等委員に対する役員報酬等は、以下のとおりです。
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（ⅱ）取締役（監査等委員を除く）の個人別の報酬等のうち、
次の事項の決定に関する方針

　監査等委員以外の取締役の報酬は、基本報酬、業績連動
報酬等および中長期インセンティブ（譲渡制限付株式報酬）
により構成されています。報酬総額に対する報酬の種類ごと
の割合は、役位別の取締役人数、単年度の連結経営成績お
よび個人別の評価などにより変動しますが、おおむね固定
報酬65％、業績連動報酬20％、株式報酬15％程度となり
ます。
（a）基本報酬は、役位および職責を勘案して決定し、毎月

均等に支給しています。
（b）業績連動報酬等は、業績の達成率、担当部門の業績

および個人別に設定された定性的な目標に対する評
価を勘案し決定され、毎月均等に支給しています。

（c）株主目線の経営意識を高めることを目的に企業価値
向上のインセンティブとして譲渡制限付株式報酬を職
責に応じて新任時および再任時に付与しています。

　社外取締役および監査等委員の報酬は、基本報酬のみで
構成されています。監査等委員の報酬は、任意の報酬委員
会にて職責および報酬水準を勘案した原案を作成し、その
内容に基づき監査等委員会にて決定しています。

（ⅲ）報酬等の内容の決定方法
　役員報酬に関して透明性および客観性を確保するため、
以下のプロセスにて決定します。また、取締役会は、当事業
年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の
内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定

　当社は、単年度の連結売上収益、連結営業利益および
ROEの達成率、各取締役の担当部門の業績および個人別
に設定された定性的な目標に対する評価を勘案して支給額
を決定しています。業績指標を連結経営成績における売上
収益、営業利益およびROEとして選定した理由は、いずれも
単年度の事業運営の成果を多面的に評価することができ、
かつ取締役の業績向上への貢献意欲を高めることができる
との判断によるものです。2022年度の業績連動報酬の算
定に用いられた2021年度の連結業績予想の業績指標は、
2022年3月期の連結業績予想において売上収益141,500
百万円、営業利益18,400百万円およびROE10％であり、
2022年3月期の実績は売上収益143,543百万円（達成）、
営業利益19,441百万円（達成）およびROE9.4%（未達成）
となりました。

　当社は、2021年2月16日開催の取締役会で、以下の項
目を決議しました。当該取締役会の決議に際しては、あらか
じめ決議する内容について報酬委員会および監査等委員会
の承認を得ています。

（ⅰ）以下の目的のもとに報酬体系およびプロセスを構築
• 会社の業績と連動性があり、かつ透明性・客観性が高い
ものであること
• 中長期の業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を
高めるものであること

方針と整合していることや、報酬委員会および監査等委員
会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決
定方針に沿うものであると判断しています。
（a）代表取締役 社長執行役員 CEO、人事担当取締役お
よび社外取締役4名で構成された任意の報酬委員会
にて、代表取締役会により作成された役員報酬の方針、

制度、算定方式、個人別の報酬内容等の原案について、
他社情報や業界水準を踏まえ、取締役の役割や責任
に見合う水準であるかの妥当性の審議を行います。

（b）報酬委員会の同意を得た役員報酬の方針、制度、算
定方式、個人別の報酬内容等を取締役会にて決定し
ます。

実効性評価

　当社は、取締役会に期待されている機能が、適切に運用
されているかを検証し、その機能の向上を図っていくために、
毎年、取締役会の実効性評価を実施しています。また、その
実効性を中立かつ客観的に検証するため、第三者機関によ
る評価も併せて実施しています。

取締役会の実効性評価
　2023年3月期は、2023年2月、3月に、第三者機関によ
るアンケートを実施し、また同時期に、社外取締役を対象と
したヒアリングを実施しました。

評価方法
記名方式によるアンケートおよび
社外取締役へのヒアリング

評価内容
● 全取締役への無記名式アンケート内容

（1）取締役会の構成（4項目）
（2）取締役会の運営（8項目）
（3）取締役会の議論（7項目）
（4）取締役会の監督・モニタリング（6項目）
（5）その他（13項目）

● 社外取締役へのヒアリング内容

（1）昨年の実効性評価で課題とされた内容の評価
①議案内容の事前配信
②議論を深めるテーマの設定
③モニタリング機能の強化
④株主（投資家）との対話の強化

（2）その他、アンケートの補足や追加要望など

2023年3月期の実効性評価の実施内容

　当社の取締役会はおおむね適切に機能しており、全体として取締役会の実効性評価は確保されていると評価しました。
今後は、課題の改善に努め、PDCAを機能させることで、さらなる実効性の向上に取り組みます。

取締役会実効性評価と抽出された課題への取り組み

ガバナンスの進化
コーポレート・ガバナンス

アンケートの実施

社外取締役へのインタビュー

2月～3月
第三者機関による無記名式の
アンケートを実施

2月～3月
創合企画部によるヒアリングを
実施

4月
第三者機関による実効性評価
レポートの作成

実効性評価レポートの作成

課題の明確化・共有

改善方針の策定

実行・推進

実効性評価のプロセス

取締役会の実効性評価で抽出された課題への取り組み

2021年3月期の
評価で抽出された
課題

取締役会の
運営強化

議論を深める
テーマの設定

モニタリング機能の
強化

株主（投資家）との
対話の強化

2024年3月期
上記の課題を解決するための取り組みを実施

2022年3月期の
取り組み

● 議案内容の事前送付、
社外取締役への事前
説明

● 社外取締役の経営会
議への参加

● 資本政策、投資政策、
株主還元などの議論
開始

● リスク管理、DX、人財、
知財のテーマ追加

● 株主（投資家）との対話
の取締役会へフィード
バック

● 議案内容の早期配信
● 議論の円滑化のために
上程資料の改善

● ROE10%目標の達成
に向けた議論

● リスク管理、DX、人財、
知財のテーマを引き続
き追加

● モニタリングを前提と
したKPIの再設定

● 株主（投資家）との対話
を踏まえた議論の実施

新たな課題

● 資料提供のタイミングに
改善の余地がある

● 社外取締役への説明方
法や資料様式の見直し

● 全般的に、活発な議論が
なされている

● ROE10%目標の達成や
人財採用、R＆Dの状況
なども議題に

● 中計KPIのブラッシュ
アップを実施

● モニタリング機能の
向上

● 株主（投資家）からの意
見や課題の共有の推進
と改善の実施2023年3月期の

評価結果

● 中計KPIのブラッシュ
アップ

● 中期経営計画
作成方法の見直し

4月
取締役会で評価結果を共有し、
改善方針の策定
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　お客様から信頼される企業であり続けるためには、お客
様からお預かりした情報資産ならびに当社が保持・保有す
る情報資産をあらゆる脅威から保護し、適正に管理・運用す
ることが求められます。当社では、「情報管理規程」に定めた
情報セキュリティ対策を実施し、情報資産の保護を最大限
に配慮しながら企業活動を展開しています。

　情報セキュリティ水準をグローバルで統一することを目的
とし、各国の情報セキュリティ管理体制および、環境の整備
を進めています。整備においては、日本の「情報管理規程」
「情報セキュリティ要領」をベースとして、各国で調整を行う
形で進めています。

　リスクマネジメントについては「リスクマネジメント基本規
程」に則り、当社にとって主要な対象リスクを担う部門の執
行役員がリスクマネジメント推進者となり、リスクマネジメン
トの推進・対応策を整備しています。事業リスク影響評価へ
の対応・検証については、リスクマネジメント定例会（年1回）
で審議をしています。審議内容は経営会議に報告され次期
の活動方針の承認を得ています。また、本体制に関する特に
重要な事項は取締役会で決定されています。

　ミウラグループの経営目標の達成を阻害するさまざまなリ
スクを10類型に分類し、リスクの発生頻度と損害規模の評
価をもとにリスクマップを策定することにより、リスクマネジ
メントの推進と対応策の整備を行っています。リスクマップ
は、毎年1回、各部門の執行役員に対して実施するリスク調
査の結果に基づいて、定期的に見直し・再評価を行っていま
す。2023年3月期の見直しでは、人員不足によるサービス
の質低下のリスクを再評価し、リスクマップの変更を行って
います。
　2023年3月期は、前期からの継続的な事項を含め、期初
に策定したBCPに対する活動方針に基づき、生産停止リス
ク低減策の実施、海外事業のリスクマネジメント体制強化を
目的とした主要な海外グループ会社の内部監査組織の見直
し・強化を推進しました。そのほか、従業員へ、コンプライアン
スハンドブックの公開、標的型攻撃メール訓練の実施、人権
に関する教育などを行い、リスクの低減に努めました。

リスクマネジメント体制
　コンプライアンス委員会は、現在、総務・人事担当の取締役を委員長とし、10名の委員で構成されています。同委員会は年1
回の定例会に加えて、必要に応じて臨時会を適宜開催しています。定例会では、当期のコンプライアンス推進活動（教育、研修そ
の他の取り組み）の実施状況、次期のコンプライアンス推進活動の方針、新法・改正法への対応などについて審議を行います。
2023年3月期は2022年10月に臨時会、2023年3月に定例会を開催しています。

コンプライアンス体制

　ミウラグループでは、コンプライアンス意識の浸透に向け
て、コンプライアンスに関する教育に力を注いでいます。
2023年3月期の取り組みとして、法務部によるコンプライ
アンス基礎研修を新入社員206名に実施し、「法令入門ハン
ドブック」と「コンプライアンスハンドブック」を受講者に配付
しました。役職者マネジメント研修では、支店長・部長～課
長（504名）に対し、法務部によるコンプライアンス講義を実
施しました。加えて、当社および国内グループ会社※1の役員
および従業員※2に対して、全社的なコンプライアンス教育※3

（e-ラーニング等による方法）を年1回実施しており、受講者
数4,172名、受講率97.2％となっています。
　2022年3月期に引き続き、従業員への満足度調査の質
問項目にコンプライアンスに関わる設問を追加し、コンプラ
イアンス意識の浸透状況について調査を実施しました。その
結果、コンプライアンスの重視や不正行為等は見て見ぬふり
をしないなどの意識が高いことを確認しています。なお、
2023年3月期において、罰金や課徴金をともなう違反事例
はありませんでした。

コンプライアンス意識浸透に向けた取り組み

リスクマネジメントの取り組み

情報セキュリティ

海外グループ会社の情報セキュリティ水準統一

贈収賄防止の取り組み

税務コンプライアンス

リスクマネジメント体制図

　新型コロナウイルス感染症対策関連では、前期に引き続
き、対策本部からの情報開示（社内外へのWebサイトでの
従業員感染の公表を含む）や、社内での感染防止対策に取
り組みました。
　これらの活動結果を踏まえ、来期（2024年3月期）は、国
内グループ各社の連携強化や、生産停止リスク低減の継続
的な取り組み、主要な海外グループ会社の現地監査人によ
る自国内監査の開始など、引き続きリスクマネジメント体制
の強化を進めていきます。

コンプライアンス体制図

取締役会

経営会議
（最高責任者：社長執行役員 CEO）

ワーキンググループ
（リーダー：主管部門の執行役員）

※BCP策定、教育ほか

BCP検討委員会
（委員長：社長執行役員 CEO）

リスクマネジメント事務局
（事務局長：総務部長）

各執行役員

各部門

各執行役員

各部門

各執行役員

各部門

リスクマネジメント

ガバナンスの進化
リスクマネジメント

コンプライアンス

ガバナンスの進化
コンプライアンス

※1 アイナックス稲本を除く
※2 休職者を除く
※3 内部通報制度の周知、贈収賄防止の内容を含む

　ミウラグループは、グローバル事業を展開するにあたり、
「ミウラグループ贈収賄防止基本方針」に基づいて、「ミウラ
グループ贈収賄防止基本規程」を制定し、グループ各社に
周知しています。海外グループ会社への周知については、現
地の言語で要領を作成し、各国に応じた運用を実施してい
ます。また、サプライヤーに対しても、当社の行動規範として
贈収賄を禁止している旨を文書により周知しています。
　2023年3月期の取り組みとしては、前述のとおり、贈収賄
防止を含む内容のコンプライアンス教育を実施しています。

　ミウラグループは、事業活動を展開している国・地域の納
税における透明性の確保が重要と考え、「ミウラグループ企
業行動規範」に基づき、税務コンプライアンスを徹底してい
ます。税務リスクに対しては、各国の税制や税務行政への適
正な対応を行うことでリスクの最小化を図り、法令の適用・
解釈についても外部専門家からの適正な助言・指導を受け
対応をしています。グループ内の移転価格税制においては、
「OECD移転価格ガイドライン」の遵守に努め、グループ各
社の国・地域の税制に基づいた管理を行っています。

大

損
害
の
規
模

小
低 高

発生頻度

リスクの重要性 リスク項目

中

・ 買収先企業の事業環境の悪化

・ 特許権の侵害・被侵害
・ 製品クレームへの対応（設計起因）
・ 製品クレームへの対応（製造起因）
・ 有害物質の非含有保証要請への対応
・ 据付施工における欠陥事故
・ 為替変動
・ 気候変動（脱炭素社会への移行にともなう
リスク・人員不足）

高

リスクの重要性：　高　　中　　低　　－　　　　※各枠内の数字はリスク項目数

ミウラグループの主要リスク分布状況（2023年3月期）
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コンプライアンス委員会

監査部門
内部監査室

品質保証部

安全保障輸出管理部

環境管理部

連携

相談・通報

年度方針 報告

監査

諮問・答申等

監督

指示・監督

指示

取締役会

経営会議

監査等委員会

相談・通報窓口
（社内・社外）

各事業部門・グループ会社

ミウラグループ取引先

報告

報告

各従業員

監査

報告・相談

指示

指示

報告

コンプライアンス推進責任者
（各事業部門：執行役員  グループ会社：社長）

事務局：法務部（事務局長：法務部担当執行役員）
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2023

2023

2023

2023

2023 2023

2023 2023
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21,928
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10.3
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2.12.0
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3,353
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218,975※

229,560
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※ 2020年3月期以降の設備投資および減価償却費には、IFRS第16号「リース」の
適用にともなう使用権資産に関する金額が含まれています。

※1 算定範囲は、三浦工業および国内製造子会社
※2 原単位は三浦工業単独の国内売上収益より算出

※ 関連会社の持分法適用会社化にともない、遡及修正しています。

※ 関連会社の持分法適用会社化にともない、遡及修正しています。

※ 関連会社の持分法適用会社化にともない、遡及修正しています。

※1 算定範囲は、三浦工業（支店を除く）および国内製造子会社
※2 原単位は三浦工業単独の国内売上収益より算出
※   排出物には対象施設から排出される廃棄物、有価物、専ら物を含みます。

※1 当社の全管理監督者（課長以上）に対
する女性の割合を記載しています。

※2 当社の全役職者に対する女性の割合
を記載しています。

（百万円） （%） （tCO2） （tCO2／百万円） （t） （t／百万円）

（名） （度数率）（%）（%）

（%）

（回／年）

（%）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（円）

　 排出物量（左軸）　　　原単位（右軸）

　 営業利益（左軸）　　　営業利益率（右軸）

　 設備投資　　減価償却費

　 研究開発費（左軸）　　　対売上収益比率（右軸） 　 資産合計（左軸）　　　総資産回転率（右軸）

　 CO2排出量（左軸）　　　原単位（右軸）

　　 全産業平均　　　製造業平均
　　 算定範囲は、三浦工業および国内製造子会社

　 1株当たり配当金（左軸）　　　配当性向（右軸）

同比率※1

3.3%
同比率※2

16.5%

取締役に
占める割合

36.4%

　 従業員数（左軸）　　　海外従業員比率（右軸）

財務・非財務ハイライト

データハイライト
財務・非財務ハイライト

財務ハイライト 非財務ハイライト

営業利益／営業利益率 ROE

研究開発費／対売上収益比率 資産合計／総資産回転率

設備投資／減価償却費 1株当たり配当金／配当性向

CO2排出量※1／原単位※2 排出物量※1／原単位※2

連結従業員数／海外従業員比率 休業災害度数率

ダイバーシティ （2023年3月31日現在） 社外取締役 （2023年6月29日現在）

女性管理監督者数

22名 320名

女性役職者数 社外取締役人数

4名
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百万円
百万円
百万円
百万円
百万円
百万円

百万円
百万円
百万円

百万円
百万円
百万円

百万円
百万円
百万円
百万円

%
%
%
回
%

円
円
円
%

名
社
社

%
%
%

※5 2022年１月５日のコベルコ・コンプレッサの持分法適用会社化にともない、2022年3月期において暫定的な会計処理を行っていましたが、第３四半期連結会計期間にお
いて暫定的な会計処理が確定したため、2022年3月期の関連する主要な経営指標等については、遡及修正しています。

（注） 2017年3月期以前は日本会計基準、2018年3月期以降はIFRSを適用しています。

2023年3月期

借入金
リース負債（リース債務）
計

百万円
百万円
百万円

売上収益
売上総利益
販売費及び一般管理費
営業利益
税引前当期利益
親会社の所有者に帰属する当期利益

設備投資※1

減価償却費※1

研究開発費

資産合計
有利子負債
親会社の所有者に帰属する持分

営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
フリー・キャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー

売上収益総利益率
売上収益営業利益率
ROE
総資産回転率
親会社所有者帰属持分比率

EPS
BPS
年間配当金※2

配当性向

連結従業員数
連結子会社数（国内）
連結子会社数（海外）

海外売上収益比率※3

国内売上収益に占めるメンテナンス売上収益比率※4

海外売上収益に占めるメンテナンス売上収益比率※4

85,535
35,595
26,630
8,965
10,122
6,288

5,099
2,192
2,055

117,498
36

92,177

8,521
▲4,681
3,840
▲1,581

41.6
10.5
7.1
0.77
78.3

167.75
2,454.98
55.00
32.8

4,205
6
9

15.8
34.8
21.5

20
16
36

90,424
37,044
28,032
9,011
10,559
7,464

6,515
2,546
2,403

129,525
54

103,218

8,963
▲661
8,302
▲2,245

41.0
10.0
7.7
0.73
79.5

66.37
915.75
19.67
29.6

4,409
6
9

18.3
34.5
20.4

30
24
54

99,019
40,194
29,974
10,220
11,080
7,476

3,612
2,855
2,600

135,861
78

107,044

11,498
▲7,993
3,505
▲2,396

40.6
10.3
7.1
0.75
78.4

66.46
947.00
21.00
31.6

4,665
5
8

21.5
34.2
19.9

52
26
78

102,549
41,683
31,105
10,577
11,833
8,163

3,090
2,825
2,754

143,008
21

112,270

10,829
▲1,441
9,388
▲2,415

40.6
10.3
7.5
0.74
78.2

72.54
993.18
22.00
30.3

4,950
8
10

20.1
33.9
22.8

0
21
21

124,883
48,936
35,551
13,868
14,183
10,363

5,250
3,649
3,335

167,083
7,276

117,482

9,028
▲13,870
▲4,842
505

39.2
11.1
9.2
0.81
70.3

92.09
1,043.92
28.00
30.4

5,495
12
11

19.3
29.1
21.9

6,775
501
7,276

138,880
54,511
38,500
16,682
17,130
12,280

4,478
3,678
3,728

174,161
3,780

125,262

17,134
▲2,552
14,582
▲7,064

39.3
12.0
10.1
0.81
71.9

109.10
1,112.71
33.00
30.2

5,690
9
12

19.6
27.9
21.4

3,375
405
3,780

143,645
57,361
39,320
18,540
18,756
13,746

8,163
6,580
3,578

187,241
8,737

133,272

18,121
▲10,300
7,821
▲8,978

39.9
12.9
10.6
0.79
71.2

122.01
1,182.58
37.00
30.3

5,893
9
15

20.0
28.4
23.8

1,355
7,381
8,737

134,732
54,974
37,761
17,858
18,165
12,695

6,759
6,733
3,165

196,342
7,487

145,447

22,982
▲11,073
11,909
▲7,991

40.8
13.3
9.1
0.70
74.1

112.62
1,290.15
35.00
31.1

6,047
9
16

21.4
32.3
26.7

350
7,137
7,487

143,543
58,987
40,229
19,441
20,242※5

14,236※5

7,333
6,879
2,905

218,975※5

9,876
160,017※5

19,442
▲14,481
4,961
▲3,389

41.1
13.5
9.3※5

0.69
73.1

126.15※5

1,414.51※5

39.00
30.9

6,070
9
16

22.6
32.7
25.7

2,625
7,251
9,876

958
6,236
7,194

158,377
64,318
43,116
21,928
23,467
16,876

6,274
7,033
3,353

229,560
7,194

168,348

17,844
▲12,535
5,309

▲13,766

40.6
13.8
10.3
0.71
73.3

149.52
1,504.02
45.00
30.1

6,135
11
17

24.2
31.6
26.5

2022年3月期2021年3月期2020年3月期2019年3月期2018年3月期2017年3月期2016年3月期2015年3月期2014年3月期

※1 2020年3月期以降の設備投資および減価償却費には、IFRS第16号「リース」の適用にともなう使用権資産に関する金額が含まれています。
※2 2014年10月　株式分割（1：3）を実施
※3 販売仕向先ベース
※4 報告セグメント（販売元の所在地）ベース

10年財務データ（連結）

データハイライト
10年財務データ（連結）
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政府および地方公共団体
2.40%

金融機関
38.90%

金融商品取引業者
0.79%

その他の法人
10.78%

外国法人等
24.33%

個人その他
22.80%

（円）
6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

（千株）
24,000

20,000

16,000

12,000

8,000

4,000

0
2014年
4月

2015年
4月

2016年
4月

2017年
4月

2018年
4月

2019年
4月

2020年
4月

2021年
4月

2022年
4月

2023年
4月

　 出来高（右軸）　株価：　 三浦工業（左軸）　　 TOPIX（左軸）　　 TOPIX（機械）（左軸）

（注） 2014年9月30日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主が所有する当社普通株式を、1株につき3株の割合をもって分割しました。そのため、
2014年4月から8月までの期間については、分割調整後の株価と出来高を算出しています。

所有者別分布状況

発行可能株式総数
発行済株式の総数
株主数

300,000,000株
111,932,065株（自己株式13,359,047株を除く） 
7,385名

グループ会社 （2023年7月1日現在）

国内

大株主 所有者別分布状況

株価・出来高の推移

（注）持株比率は、自己株式を除いて算定しています。

株主名 持株数（千株）持株比率（％）

日本マスタートラスト信託銀行株
式会社（信託口）

株式会社日本カストディ銀行
（信託口）

株式会社伊予銀行

株式会社愛媛銀行

ミウラグループ従業員持株会

愛媛県

公益財団法人三浦教育振興財団

いよぎんリース株式会社

野村信託銀行株式会社（投信口）

ミウラグループ取引先持株会

22,925

6,459

5,329

5,121

3,433

3,000

3,000

2,906

2,077

2,005

20.48

5.77

4.76

4.58

3.07

2.68

2.68

2.60

1.86

1.79

海外

社名

事業内容

東京本社
松山本社
設立
代表者
資本金
従業員数

三浦工業株式会社
MIURA CO.,LTD.

東京都港区高輪2丁目15番35号　〒108-0074
愛媛県松山市堀江町7番地　〒799-2696
1959年5月1日
代表取締役 社長執行役員 CEO 宮内 大介
95億4,400万円
単独3,289名、連結6,135名（正社員・準社員のみ）

● 各種ボイラ、冷暖房機器、水処理装置、医療用機器、冷凍機・食品加工機器、廃棄物処理機器等の環境改善機器、洗濯機・
乾燥機・洗濯用仕上機械、発電機、化学工場薬品および関連機器の製造ならびに販売

● 関連する機器の保守管理、修理、技術指導
● 関連する中古機器の売買ならびに輸出入業およびリース・レンタル業
● 水道設備工事、管工事、機械器具設置工事等に付帯関連する工事の設計ならびに施工請負
● コンピュータ機器の販売ならびに情報処理サービス
● 環境計量証明業および環境保全に関するコンサルティング業

●

●

●

●

●

●

株式会社三浦マニファクチャリング
北条工場
愛媛県松山市北条辻864番地1
堀江工場
愛媛県松山市堀江町7番地
南吉田工場
愛媛県松山市南吉田町2797番地

三浦環境マネジメント株式会社
愛媛県松山市堀江町7番地

三浦アクアテック株式会社
愛媛県松山市中西外509番地1

三浦工機株式会社
愛媛県西予市城川町嘉喜尾4020

北日本ボイラ株式会社
北海道札幌市白石区栄通11丁目4番35号

株式会社丹波工業所
埼玉県さいたま市西区三橋5丁目1628番地

ハヤブサメンテナンス株式会社
福岡県北九州市小倉北区西港町124番地19

本社
東京都品川区大崎5丁目1番11号
白山工場
石川県白山市源兵島町948番地
白山テクニカルセンター
石川県白山市松本町1268番地10

アイナックス稲本株式会社

ミウラジョブパートナー株式会社
愛媛県松山市堀江町7番地

株式会社ミウラ・エス・エー
愛媛県松山市堀江町7番地

株式会社ヤブサメ
福岡県北九州市小倉北区西港町124番地18

アジア

KOREA MIURA CO.,LTD.
韓国ミウラ工業株式会社

MIURA INDUSTRIES (CHINA) CO.,LTD.
三浦工業（中国）有限公司

MIURA TAIWAN ENG CO.,LTD.
台湾三浦工業株式会社

MIURA INDUSTRIES (HONG KONG) LTD.
三浦工業（香港）有限公司

ミウラネザーランド株式会社
MIURA NETHERLANDS B.V.

欧州

米州

MIURA INTERNATIONAL AMERICAS 
INC.

ミウラインターナショナルアメリカス株式会社

MIURA AMERICA CO.,LTD.
ミウラアメリカ株式会社

MIURA CANADA CO.,LTD.
ミウラカナダ株式会社

MIURA BOILER DO BRASIL LTDA.
ミウラボイラブラジル有限会社
MIURA BOILER MEXICO S.A. DE C.V.
ミウラボイラメキシコ株式会社

会社概要 （2023年3月31日現在） 株式情報 （2023年3月31日現在）

トータスエンジニアリング株式会社
愛媛県伊予郡松前町北川原700番地

コラボット株式会社
東京都文京区小石川5丁目41番10号
住友不動産小石川ビル

PT. MIURA INDONESIA
ミウラインドネシア株式会社

MIURA BANGLADESH CO.,LTD.
ミウラバングラデシュ株式会社

MIURA INDUSTRIES (THAILAND) 
CO.,LTD.

三浦工業（タイ）株式会社

MIURA TURKEY HEATING SYSTEMS 
INDUSTRY CO.,LTD.

三浦トルコ熱システム工業有限会社

MIURA SINGAPORE CO PTE.LTD.
ミウラシンガポール社

MIURA BOILER MALAYSIA SDN.BHD.
ミウラボイラマレーシア株式会社

MIURA SOUTH EAST ASIA HOLDINGS 
PTE.LTD.

ミウラサウスイーストアジアホールディングス社

77 78




